
法
科
大
学
院
に
お
け
る
IC
T活
用

を
議
論
す
る
に
あ
た
って

（
現
行
制
度
）

参
考
資
料
５
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関
連
条
文

○
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準

（
授
業
の
方
法
等
）

第
８
条
専
門
職
大
学
院
に
お
い
て
は
、そ
の
目
的
を
達
成
し得
る
実
践
的
な
教
育
を
行
うよ
う専

攻
分
野
に
応
じ事
例
研
究
、現
地
調
査
又
は
双
方
向
若
しく
は
多
方
向
に
行
わ
れ
る
討
論
若
しく

は
質
疑
応
答
その
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り授
業
を
行
うな
ど適
切
に
配
慮
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

２
大
学
院
設
置
基
準
第
１
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
大
学
設
置
基
準
･･
･第
２
５
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り多
様
な
メデ
ィア
を
高
度
に
利
用
して
授
業
を
行
う教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
させ

る
こと
は
、こ
れ
に
よ
って
十
分
な
教
育
効
果
が
得
られ
る
専
攻
分
野
に
関
して
、当
該
効
果
が
認
め
ら

れ
る
授
業
に
つ
い
て
、行
うこ
とが
で
き
る
も
の
とす
る
。

○
大
学
設
置
基
準

(授
業
の
方
法
)

第
２
５
条
授
業
は
、講
義
、演
習
、実
験
、実
習
若
しく
は
実
技
の
い
ず
れ
か
に
よ
り又
は
これ
ら

の
併
用
に
よ
り行
うも
の
とす
る
。

２
大
学
は
、文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
とこ
ろ
に
よ
り、
前
項
の
授
業
を
、多
様
な
メデ
ィア
を

高
度
に
利
用
して
、当
該
授
業
を
行
う教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
させ
る
こと
が
で
き
る
。
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関
連
条
文

○
大
学
設
置
基
準
第
２
５
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、大
学
が
履
修
さ
せ
る
こと
が
で
き
る

授
業
等
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
１
3年
文
部
科
学
省
告
示
第
５
１
号
）

【い
わ
ゆ
る
「メ
デ
ィア
告
示
」】

通
信
衛
星
、光
ファ
イバ
等
を
用
い
る
こと
に
よ
り、
多
様
な
メデ
ィア
を
高
度
に
利
用
して
、文
字
、

音
声
、静
止
画
、動
画
等
の
多
様
な
情
報
を
一
体
的
に
扱
うも
の
で
、次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要

件
を
満
た
し、
大
学
に
お
い
て
、大
学
設
置
基
準
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
授
業
に

相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
と認
め
た
も
の
で
あ
る
こと
。

一
同
時
か
つ
双
方
向
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
って
、か
つ
、授
業
を
行
う教
室
等
以
外
の
教
室
、研

究
室
又
は
これ
らに
準
ず
る
場
所
（
大
学
設
置
基
準
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り単
位

を
授
与
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、企
業
の
会
議
室
等
の
職
場
又
は
住
居
に
近
い
場
所
を
含
む
。以

下
次
号
に
お
い
て
「教
室
等
以
外
の
場
所
」と
い
う。
）
に
お
い
て
履
修
させ
る
も
の

二
毎
回
の
授
業
の
実
施
に
当
た
って
、指
導
補
助
者
が
教
室
等
以
外
の
場
所
に
お
い
て
学
生
等

に
対
面
す
る
こと
に
よ
り、
又
は
当
該
授
業
を
行
う教
員
若
しく
は
指
導
補
助
者
が
当
該
授
業
の
終

了
後
す
み
や
か
に
イン
ター
ネ
ット
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
を
利
用
す
る
こと
に
よ
り、
設
問
解
答
、添

削
指
導
、質
疑
応
答
等
に
よ
る
十
分
な
指
導
を
併
せ
行
うも
の
で
あ
って
、か
つ
、当
該
授
業
に
関

す
る
学
生
等
の
意
見
の
交
換
の
機
会
が
確
保
され
て
い
る
も
の
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法
科
大
学
院
に
お
け
る
ＩＣ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）を
活
用
し
た
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
結
果
＜
概
要
＞

（
法
科
大
学
院
教
育
に
お
け
る
ＩＣ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
の
活
用
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
）

検
討
の
目
的

○
法

曹
養

成
制

度
改

革
推

進
会

議
決

定
*
を

踏
ま

え
、

地
方

在
住

者
や

有
職

社
会

人
が

法
曹

資
格

を
取

得
す

る
た

め
の

途
を

確
保

○
地

理
的

制
約

を
超

え
た

法
科

大
学

院
間

連
携

に
よ

る
教

育
の

質
の

向
上

や
、

実
務

家
等

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
機

会
の

確
保

法
曹
養
成
制
度
改
革
の
更
な
る
推
進
に
つ
い
て
（
平
成
2
7
年
6
月
3
0
日
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
会
議
決
定
）（
抄
）

第
３
法
科
大
学
院
２
具
体
的
方
策
（
３
）
経
済
的
・
時
間
的
負
担
の
軽
減

○
文
部
科
学
省
は
、
地
理
的
・
時
間
的
制
約
が
あ
る
地
方
在
住
者
や
社
会
人
に
対
す
る
ＩＣ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
を
活
用
し
た
法
科
大
学
院
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
、
平
成
2
8

年
度
ま
で
の
間
に
実
証
的
な
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
平
成
3
0
年
度
を
目
途
に
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
本
格
的
な
普
及
を
促
進
す
る
。

課 題

○
い

く
つ

か
の

法
科

大
学

院
に

お
い

て
遠

隔
授

業
の

実
例

は
あ

る
が

、
関

係
法

令
や

大
学

評
価

基
準

へ
の

適
合

性
を

気
に

す
る

あ
ま

り
、

普
及

が
進

ま
な

い
と

の
指

摘
○

そ
の

た
め

、
本

検
討

会
議

に
お

い
て

、
専

門
職

大
学

院
設

置
基

準
等

の
関

係
法

令
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

、
解

釈
を

明
確

化
す

る
必

要

「
教
育
効
果
要
件
」
へ
の
適
合
性

メ
デ
ィ
ア
告
示
へ
の
適
合
性

○
教

育
効

果
要

件
と

は
「

十
分

な
教

育
効

果
が

得
ら

れ
る

専
攻

分
野

に
関

し
て

、
当

該
効

果
が

認
め

ら
れ

る
授

業
」

に
つ

い
て

、
メ

デ
ィ

ア
授

業
の

実
施

が
可

能
（

専
門

職
大

学
院

設
置

基
準

第
８

条
第

２
項

）

○
教

育
効

果
要

件
を

充
足

す
る

た
め

に
配

慮
す

べ
き

要
件

＜
授

業
時

間
内

＞
・

同
時

か
つ

双
方

向
・

多
方

向
に

よ
る

や
り

取
り

が
可

能
な

環
境

の
構

築
・

授
業

に
対

す
る

受
動

性
が

強
く

な
ら

な
い

よ
う

、
討

論
・

議
論

の
機

会
の

確
保

・
必

要
に

応
じ

て
、

補
助

教
員

を
配

置
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

＜
授

業
時

間
外

＞
・

ラ
ー

ニ
ン

グ
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

・
シ

ス
テ

ム
（

Ｌ
Ｍ

Ｓ
）

等
の

活
用

に
よ

る
教

員
へ

の
質

問
や

、
学

生
同

士
の

議
論

・
交

流
の

機
会

の
確

保
・

学
修

フ
ォ

ロ
ー

や
通

信
途

絶
へ

の
代

替
手

段
の

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
、

授
業

の
録

画
配

信
を

実
施

す
る

こ
と

も
有

効

＜
学

修
支

援
全

般
＞

・
オ

フ
ィ

ス
ア

ワ
ー

等
を

活
用

し
て

、
学

生
・

教
員

間
で

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

手
段

・
機

会
を

確
保

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い

○
メ

デ
ィ

ア
告

示
と

は
多

様
な

メ
デ

ィ
ア

を
高

度
に

利
用

し
て

、
授

業
を

行
う

教
室

等
以

外
の

場
所

に
お

い
て

、
授

業
を

履
修

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
要

件
を

規
定

し
た

も
の

⇒
  
面

接
授

業
と

類
似

の
環

境
を

整
備

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

、
法

科
大

学
院

の
授

業
に

お
い

て
許

容
さ

れ
る

⇒
  
学

生
側

の
事

情
で

通
信

環
境

に
問

題
が

生
じ

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

利
用

回
数

を
制

限
し

、
面

接
授

業
又

は
サ

テ
ラ

イ
ト

方
式

に
よ

る
授

業
と

併
用

⇒
  
授

業
時

間
外

の
学

修
ツ

ー
ル

と
し

て
は

推
奨

さ
れ

る
が

、
法

科
大

学
院

の
授

業
に

お
い

て
、

本
方

式
を

用
い

て
単

位
認

定
を

行
う

こ
と

は
望

ま
し

く
な

い

そ
の
他

最
低

限
必

要
と

な
る

シ
ス

テ
ム

環
境

、
メ

デ
ィ

ア
授

業
に

合
わ

せ
た

Ｆ
Ｄ

の
必

要
性

、
法

科
大

学
院

認
証

評
価

と
の

関
係

、
地

方
大

学
の

法
学

部
や

募
集

停
止

法
科

大
学

院
の

知
的

資
産

の
有

効
活

用
の

検
討

な
ど

に
つ

い
て

言
及

＜
モ

バ
イ

ル
方

式
＞

ノ
ー

ト
パ

ソ
コ

ン
や

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
等

の
携

帯
可

能
な

機
器

を
用

い
て

、
授

業
を

実
施

す
る

教
室

等
以

外
に

お
い

て
、

授
業

を
受

講
す

る
形

態

＜
サ

テ
ラ

イ
ト

方
式

＞
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

等
を

用
い

て
、

サ
テ

ラ
イ

ト
キ

ャ
ン

パ
ス

や
他

大
学

な
ど

の
大

学
施

設
内

に
お

い
て

、
授

業
を

受
講

す
る

形
態

＜
オ

ン
デ

マ
ン

ド
方

式
＞

実
施

さ
れ

た
授

業
を

録
画

し
、

一
定

期
間

内
に

録
画

映
像

を
視

聴
し

て
授

業
を

受
講

す
る

形
態
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通
学
課
程

通
信
課
程

大
学

学
校
教
育
法
第
85
条

大
学
設
置
基
準

学
校
教
育
法
第
86
条

大
学
通
信
教
育
設
置
基
準

短
期
大
学

学
校
教
育
法
第
10
8条
第
7項

短
期
大
学
設
置
基
準

学
校
教
育
法
第
10
8条
第
8項

短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準

大
学
院

学
校
教
育
法
第
10
0条

大
学
院
設
置
基
準

学
校
教
育
法
第
10
1条

大
学
院
設
置
基
準
第
9章

「通
信
教
育
を
行
う課
程
を
置
く大
学
院
」

専
門
職
大
学

学
校
教
育
法
第
85
条

専
門
職
大
学
設
置
基
準

学
校
教
育
法
第
86
条

（
設
置
基
準
な
し）

専
門
職
短
期
大
学

学
校
教
育
法
第
10
8条
第
7項

専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準

学
校
教
育
法
第
10
8条
第
8項

（
設
置
基
準
な
し）

専
門
職
大
学
院

学
校
教
育
法
第
10
0条

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準

学
校
教
育
法
第
10
1条

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
9条

根
拠
条
文

法
体
系
が
そも
そも
異
な
る
こと
か
ら、
通
学
課
程
と通
信
課
程
は
、主
に

①
授
業
の
形
態
、②
専
任
教
員
数
、③
校
舎
・校
地

の
面
で
規
定
ぶ
りが
異
な
る
。

通
信
課
程
（
併
設
制
）
…
基
礎
とな
る
通
学
課
程
が
あ
る
場
合
に
、そ
こに
併
設
す
る
通
信
課
程

通
信
課
程
（
独
立
制
）
…
基
礎
とな
る
通
学
課
程
は
な
く、
独
立
して
置
く通
信
課
程

通
信
課
程
の
分
類

（
参
考
）
通
信
課
程
に
つ
い
て
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関
連
条
文

（
参
考
）
通
信
課
程
に
つ
い
て

○
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準

第
９
条
専
門
職
大
学
院
は
、通
信
教
育
に
よ
って
十
分
な
教
育
効
果
が
得
られ
る
専
攻
分
野
に

関
して
、当
該
効
果
が
認
め
られ
る
授
業
等
に
つ
い
て
、多
様
な
メデ
ィア
を
高
度
に
利
用
す
る
方
法

に
よ
る
通
信
教
育
を
行
うこ
とが
で
き
る
も
の
とす
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、授
業
の
方
法
･･
･に
つ
い

て
は
、大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
･･
･第
３
条
中
面
接
授
業
又
は
メ
デ
ィア
を
利
用
して
行
う授

業
に
関
す
る
部
分
･･
･の
規
定
を
準
用
す
る
。

○
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準

（
授
業
の
方
法
等
）

第
３
条
授
業
は
、印
刷
教
材
その
他
これ
に
準
ず
る
教
材
を
送
付
若
しく
は
指
定
し、
主
とし
て
こ

れ
に
よ
り学
修
させ
る
授
業
（
以
下
「印
刷
教
材
等
に
よ
る
授
業
」と
い
う。
）
、主
とし
て
放
送
その

他
これ
に
準
ず
る
も
の
の
視
聴
に
よ
り学
修
させ
る
授
業
（
以
下
「放
送
授
業
」と
い
う。
）
、大
学
設

置
基
準
第
２
５
条
第
１
項
の
方
法
に
よ
る
授
業
（
以
下
「面
接
授
業
」と
い
う。
）
若
しく
は
同
条

第
２
項
の
方
法
に
よ
る
授
業
（
以
下
「メ
デ
ィア
を
利
用
して
行
う授
業
」と
い
う。
）
の
い
ず
れ
か

に
よ
り又
は
これ
らの
併
用
に
よ
り行
うも
の
とす
る
。
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